
提

出

者

中

津

川

博

郷

平
成
十
六
年
二
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

二

八

号

金
融
機
関
が
連
帯
保
証
人
に
対
し
債
権
取
り
立
て
を
行
う
際
生
じ
る
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

28



金
融
機
関
が
連
帯
保
証
人
に
対
し
債
権
取
り
立
て
を
行
う
際
生
じ
る
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

金
融
機
関
の
不
良
債
権
の
処
理
が
す
す
む
中
で
、
銀
行
が
連
帯
保
証
人
に
も
過
酷
な
債
権
取
り
立
て
を
強
行
し
、
そ
れ
に
よ

り
生
活
が
破
綻
さ
せ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
続
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
連
帯
保
証
制
度
の
見
直
し
は
、
急
務
で
あ
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

銀
行
は
、
融
資
に
つ
い
て
は
主
た
る
債
務
者
に
対
し
、
説
明
義
務
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
融
資
金
、

金
利
、
返
済
期
限
な
ど
の
返
済
条
件
、
担
保
設
定
、
お
よ
び
連
帯
保
証
の
効
果
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
と
の
苦
情

が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
政
府
金
融
庁
は
、
銀
行
の
こ
の
よ
う
な
対
応
は
正
当
な
も
の
と
考
え
て
い
る
か
。

二

同
様
に
銀
行
は
、
連
帯
保
証
人
に
対
し
て
も
、
融
資
の
保
証
に
つ
い
て
は
、
保
証
の
種
類
（
単
純
保
証
か
連
帯
保
証
）
と

そ
の
違
い
、
ま
た
保
証
の
範
囲
（
特
定
取
引
の
保
証
、
保
証
の
上
限
を
定
め
た
根
保
証
、
無
期
限
・
限
度
額
な
し
の
包
括
保

証
）
の
区
別
と
違
い
に
つ
い
て
も
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
政
府
金
融
庁
は
、
銀
行

の
こ
の
よ
う
な
対
応
は
正
当
な
も
の
と
考
え
て
い
る
か
。
ま
た
、
正
当
と
考
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
は
何
か
。

三

商
工
ロ
ー
ン
で
は
、
根
保
証
が
問
題
と
な
り
、
貸
金
業
規
制
法
が
改
正
に
な
っ
た
が
、
銀
行
に
お
け
る
連
帯
保
証
を
め
ぐ

る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
政
府
金
融
庁
は
、
実
態
を
把
握
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
把
握
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
さ
れ

一



た
い
。

四

旧
富
士
銀
行
は
、
連
帯
保
証
契
約
締
結
後
、
追
加
融
資
を
行
う
に
あ
た
り
、
そ
の
事
実
を
連
帯
保
証
人
に
は
な
に
も
知
ら

せ
な
い
ま
ま
に
融
資
を
し
た
。
巨
額
な
債
務
に
つ
い
て
、
別
紙
の
よ
う
な
保
証
書
に
も
と
づ
き
、
連
帯
保
証
人
に
支
払
い
を

請
求
す
る
ケ
ー
ス
が
多
数
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
り
、
医
院
を
廃
業
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
銀
行
よ
り
自

己
破
産
を
促
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
弁
護
士
を
事
実
上
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
か
ね
な
い
悲
惨
な
ケ
ー
ス
が
続
出
し
て
い
る
が
、

政
府
金
融
庁
は
、
こ
の
保
証
書
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
多
発
し
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
か
。

五

政
府
金
融
庁
は
、
「
利
他
性
」
「
人
的
責
任
制
」
「
無
償
性
」
「
情
義
性
」
「
未
必
性
」
「
軽
率
性
」
が
特
色
だ
と
さ
れ

る
保
証
の
特
質
に
鑑
み
、
連
帯
保
証
人
の
保
護
の
た
め
に
、
無
期
限
、
無
限
定
の
包
括
保
証
の
禁
止
、
根
保
証
の
規
制
、
さ

ら
に
は
、
保
証
人
の
収
入
か
ら
見
て
一
定
の
債
務
を
支
払
っ
た
場
合
は
、
残
余
の
債
務
に
つ
い
て
は
、
免
除
す
る
な
ど
の
規

制
を
行
う
考
え
は
な
い
か
。

六

銀
行
は
、
子
ど
も
ら
が
、
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
学
生
等
で
あ
っ
て
も
、
収
入
の
有
無
、
債
務
の
目
的
に
関
与
し

て
い
る
か
に
関
わ
り
な
く
、
包
括
保
証
を
要
求
す
る
こ
と
が
多
い
。
子
ど
も
ら
が
、
包
括
保
証
を
し
て
い
る
と
、
主
た
る
債

務
者
で
あ
る
親
が
死
亡
し
た
時
に
、
相
続
を
放
棄
し
、
主
た
る
債
務
が
免
除
さ
れ
て
も
、
包
括
保
証
の
地
位
は
残
っ
て
し
ま

二



う
の
で
、
相
続
放
棄
の
意
味
が
な
く
な
り
、
結
果
的
に
は
、
民
法
が
生
前
の
相
続
放
棄
を
禁
止
し
、
相
続
放
棄
を
権
利
と
し

て
認
め
て
い
る
法
の
趣
旨
に
も
反
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。

七

旧
富
士
銀
行
が
使
用
し
て
い
た
別
紙
の
よ
う
な
保
証
書
で
は
、
枠
の
上
段
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
現
在
お
よ
び
将
来
負
担

す
る
い
っ
さ
い
の
債
務
」
と
い
う
意
味
は
、
債
務
者
が
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
そ
の
債
務
だ
け
で
は
な
く
、
将

来
支
払
い
を
怠
っ
た
た
め
に
生
ず
る
利
息
、
遅
延
損
害
金
な
ど
に
つ
い
て
も
支
払
い
義
務
が
あ
る
と
誤
解
さ
せ
や
す
い
と
思

わ
れ
る
が
、
政
府
金
融
庁
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
改
善
な
ど
の
指
導
を
行
っ
た
か
。
行
っ
た
と
す
れ
ば
い
つ
か
。

八

政
府
金
融
庁
は
包
括
保
証
に
つ
い
て
、
今
後
何
ら
か
の
立
法
的
解
決
を
検
討
し
て
い
る
か
。
検
討
中
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内

容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

政
府
金
融
庁
は
、
連
帯
保
証
に
つ
い
て
、
銀
行
の
説
明
義
務
が
不
充
分
だ
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
最
近
の
判
例
で
は
、

連
帯
保
証
人
の
責
任
は
軽
減
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
何
か
。

右
質
問
す
る
。

三



四



保証人は、本人が貴行に対し負担する左記の債務について本人と連帯して保証  

債務を負い、その履行については本人が別に差し入れた銀行取引約定書（裏面記  

載と同文）の各条項のほか、つぎの条項に従います。   

なお、本人が別に当座勘定貸越約定書（裏面記載と同文）、支払承諾約定書（裏  

面記載と同文）またはその他の約定書を差し入れる場合、それらの各条項にも従  

うものとします。  

1．保証人は、本人の貴行に対する預金その他の債権をもって相殺をしません。  

？．保証人は、貴行がその都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除して  

も免責を主張しません。  

j∴保証人が保証債務を履行した場合、代位によって貴行から取得した権利は、  

本人と貴行との取引払続中は、貴行の同意がなければこれを行使しません。  

もし、貴行の請求があれば、その権利または順位を貴行に無償で譲渡します。  

4．保証人が本人と貴行との取引についてほかに保証をしている場合には、その   

保証はこの保証契約によって変更きれないものとし、また、ほかに猛虎碩の   

定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証を加えるも  

のとします．保証人が本人と貴行との取引について将来ほかに保証をした場  

合にも同様とします。  

以  上  

［コ  野合事項：陸前、氏名、卸   
五


